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A．はじめに 

 日本においてはレジオネラ症の発生に関

連する主な要因は入浴施設とされている。

そのため、入浴施設ではレジオネラ属菌の

増殖・定着を防ぐための衛生管理を徹底さ

せることが求められており、厚生労働省が

発出している「公衆浴場における水質基準

等に関する指針」、「公衆浴場における衛生

等管理要領」（以下管理要領）、「循環式浴槽

におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」

（以下マニュアル）並びに「レジオネラ症を

予防するために必要な措置に関する技術上

の指針」（以下指針）や自治体が定める条例

等に従って保健所の監視指導も行われてい

る。 

厚生労働省から技術的助言として発出さ

れている上述の管理要領やマニュアルは管

理方法等の具体的な記述が少ないため、具

体的な内容を提示してほしいといったこと

が保健所等から求められていた。そうした

要望を受けて、令和元年度から令和 3 年度

に実施した厚生労働科学研究費補助金（健

康安全・危機管理対策総合研究事業）「公衆

浴場におけるレジオネラ症対策に資する検

査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のた

めの研究」においては、上述の指針や管理要

領及びマニュアルによる技術的助言に基づ

いて行われる入浴施設でのレジオネラ症防

止のための具体的な衛生指導や衛生管理を

紹介することを目的に、入浴施設の衛生管

理の手引き（以下手引き）を作成した。しか

し、入浴施設に関連するレジオネラ症ある

いは汚染事例の発生や入浴関連設備・管理

手法の開発・導入などがあるため、当該手引

きの見直しや改定は継続して行う必要があ

る。そこで本研究班においては、見直しや不

足している内容の追加ならびに新たな管理

手法の紹介などを行うこととした。 

令和元年度から令和 3 年度に実施した厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管

理対策総合研究事業）「公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の

衛生管理手法の開発のための研究」において、入浴施設におけるレジオネラ症の防止の

ための具体的な衛生指導や衛生管理を紹介することを目的に、入浴施設の衛生管理の手

引きを作成した。当該手引きが現場で活用され続けるためには、内容の見直しと新しい

設備や管理技術等に関する情報や具体例の追加が必要である。そこで研究班の研究分担

者と研究協力者から構成する手引きワーキンググループと複数の自治体の環境衛生部

署の担当者をメンバーとする入浴施設の衛生管理の手引き検討会を別々に立ち上げ、手

引きの改定の検討を行った。ワーキンググループは研究班の成果を手引きに加えること

や手引きの見直しを行うことならびに手引きに追加する Q&A を検討することを役割と

して担うこととし、Q&A に関連して浴槽水の塩素濃度の測定に関する問題点などを協

議した。検討会では、手引きの作成時に自治体の環境衛生担当部署から寄せられた手引

きの内容に対する要望の中から対応できなかった Q&A の掲載、監視指導や管理のため

のチェックシートならびに記録簿の例示、簡易版の作成について検討することとし、今

年度はチェックシートの作成を検討した。 
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B．方法 

 手引きの内容の見直しと追加などを行う

ために、ワーキンググループ（以下 WG）

と入浴施設の衛生管理の手引き検討会（以

下検討会）を立ち上げた。 

 

１）WG における検討 

 WG のメンバーは研究班に所属する研究

分担者と研究協力者の一部とした。WG の

役割は、手引きの内容の見直しや修正の検

討、本研究班で検討している研究のうち手

引きに引用することが可能な内容を検討し

て追加すること及び Q&A の検討などとし

た。今年度は浴槽水の塩素濃度の測定にお

ける問題点を議論した。 

 

２）検討会における検討 

 検討会のメンバーは、自治体の本庁ある

いは保健所の環境衛生部署に所属し、入浴

施設の監視指導に当たっている自治体職員

とし、入浴施設の現場における監視指導の

経験を活かした内容を手引きに盛り込むこ

とを目指した。 

 複数回の検討会をオンラインで開催し、

入浴施設の監視指導の際に利用することが

出来るチェックシートや記録簿の作成、簡

易版や手引きに追加する Q&A の作成を検

討することとした。今年度は手引きにおい

て例示するためのチェックシートの作成を

中心に検討を行った。 

 

C．結果及び考察 

１）WG における検討 

 浴槽水の遊離残留塩素濃度及び結合塩素

濃度を測定する場合に泉質が様々であり、

泉質によっては正確に測定することが困難

である場合や測定結果が正しくない可能性

が生じる場合があるといった問題点を指摘

した。測定時における異常の発生に関連す

る Q&A の必要性も議論した。 

 WG での議論を受けて、塩素濃度の測定

に関連した Q&A で想定される質問の作成

を試みた。 

Q：『営業時に浴槽水に次亜塩素酸ナトリウ

ムを添加して消毒を行っているが、DPD 法

で遊離残留塩素濃度を測定すると次のよう

な現象が発生した。こうした現象が起きた

場合はどのように解釈して対処すればよい

か。』 

現象１：DPD 試薬を加えても全く発色

しない。 

現象２：DPD 試薬を加えると一瞬発色

するがすぐに透明になる。 

現象３：DPD 試薬を加えて次第に色が

濃くなった。 

 

 今後前述の Q&A を完成させるとともに、

入浴施設の衛生管理を進める際に生じる

様々な問題点に関連する Q&A の作成を検

討する予定である。 

 

２）検討会における検討 

 初回の検討会において、手引きの概要な

らびに検討会の目的と役割、予定している

検討の内容などの説明を行った。続いて検

討する内容としてチェックシートの作成か

ら検討することを決め、Q&A については質

問とそれに対する回答を検討しながら蓄積

していくこととした。 

 チェックシートは、施設の構造や衛生管

理の状況を記録するための調査票（以下調

査票１）と入浴施設の監視指導時に施設の
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構造や衛生管理の実施状況が管理要領や各

自治体の条例等に適合しているかを確認す

るための調査票（以下調査票２）の 2 種類

を作成することとし、今年度は調査票２（構

造設備基準、維持管理基準、水質基準）を作

成した（別添参照）。項目は設備のリストと

し、基準の列には管理要領や条例等の内容

を掲載し、その右側の列には基準が管理要

領に拠るか条例等に拠るかを記載できるよ

うにした。さらにその右側の列は調査の結

果を記録することを想定しているが、調査

票を利用する自治体が自由に使えるように

空白にした。当報告書には現在継続して検

討している調査票２案を掲載しているが、

今後修正する可能性がある。調査票１は調

査票２が完成した後に検討する予定である。 

 

 

 

 

D．まとめ 

 手引きの内容の見直しと、各自治体から

寄せられた要望に対応するためのチェック

シートや記録票の作成、Q&A の作成及び縮

小版の作成を行うために、WG と検討会を

立ち上げて検討を行った。WG では浴槽水

の塩素濃度の測定における問題点等を検討

し、関連する Q&A の質問の作成を試みた。

検討会では入浴施設において保健所が行う

監視指導時に利用する調査票（調査票１及

び調査票２）の検討を行い、調査票２の案を

作成した。 

 

E．研究発表 

 該当なし 

 

F．知的財産権の出願・登録状況 

 該当なし 
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別添 調査票２（構造設備基準）（検討中） 

 

施設名   管理者   

所在地   電話番号   

施設区分  □  公 衆 浴 場 業    □  旅 館 業    □  そ の 他

（                         ） 

調査日   

 

項目 基準 
管理要領  
／条例等 

  

構
造
設
備
基
準 

貯湯槽 60℃以上に保つ能力を要する加熱装置が設けられている 
これにより難い場合は消毒する設備が設けられている 

      

完全に排水できる       

配管 原水又は原湯の配管 ろ過器および循環配管に接続しない構造、原湯を浴槽水面
の上方から浴槽に落とし込む構造である 

      

内湯と露天風呂の接続 露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造である       

配管状況 配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去する       

排水 配管内の浴槽水が完全に排水できる構造とする       

ろ過器 設置 浴槽ごとの設置が望ましい       

ろ過能力 １時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有する       

逆洗浄 逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出す
ることができる 

      

排水 完全に排水できる       

集毛器 ろ過器に毛髪等が混入しないように、ろ過器に入る前に設
ける 

      

気 泡 発
生 装 置
等 

構造 連日使用した浴槽水を使用する構造でない       

点検、清掃、排水 点検、清掃及び排水を容易に行うことができる       

空気取入口 土ぼこりが入らない構造である       

循環水の吐出口 浴槽の底部に近い部分に設置する       

消毒剤の注入又は投入口 浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されている       

打たせ湯・シャワーの構造 循環ろ過水及び浴槽水を用いる構造でない       

オーバーフロー回収槽の構造 浴用に供する構造になっていない       

浴用に供する場合、オーバーフロー還水管は循環配管に接
続せず回収槽につなぐ 

      

浴用に供する場合、地下埋設でなく清掃が容易にできる       

浴用に供する場合、消毒設備を設置する       

水位計 構造 配管内を洗浄・消毒できる構造とする、あるいは配管を要
しないセンサー方式にする 

      

調節箱 構造 清掃しやすい構造とする       

消毒 薬剤注入口を設けて塩素消毒できるようにする       
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別添 調査票２（維持管理基準）（検討中） 

 

項目 基準 
管理要領  
／条例等 

  

維
持
管
理
基
準 

貯湯槽 温度 貯湯槽内の湯水全体の温度を 60℃以上に保つ 
これにより難い場合は貯湯槽内の湯水の消毒を行う 

      

清掃・消毒 必要に応じて生物膜の状況を監視し、清掃及び消毒を行う       

管理 破損等の有無や温度計の性能を確認する       

浴槽水  
換水・清掃 

毎日換水し、清掃する       

連日使用型循環浴槽水は１週間に１回以上完全に換水し、
清掃する 

   

消毒 遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、常時 0.4～1.0mg/L に
保つ。モノクロラミンの場合は３mg/L 程度を保つ 

      

状態 常に満杯状態に保ち清浄に保つ       

浴槽 １週間に１回以上清掃および消毒を行う       

水位計 少なくとも週に１回、消毒により生物膜を除去する       

ろ過器 １週間に１回以上逆洗浄する       

循環配管 １週間に 1 回以上適切な消毒方法で生物膜を除去する       

集毛器 毎日清掃及び消毒を行う       

消毒装置 維持管理を適切に行う       

調節箱 必要に応じて清掃及び消毒を行う       

オーバーフロー回収槽 浴用に使用しない       

浴用に供する場合は回収槽内の水を消毒する       

気泡発生装置等 適宜清掃、消毒する       

打たせ湯・シャワー 循環ろ過水及び浴槽水を用いない       

シャワーヘッド、ホース １週間に１回以上通水し、１年に１回以上内部を洗浄、消
毒する 

      

循環式浴槽の塩素消毒 ろ過器の直前で投入する       

自主管理体制 責任者を置いている       

維持管理の記録 残留塩素の測定、水質検査結果、ｐH の結果を３年間保存
する 

      

点検表等 管理要領書及び点検記録表により衛生管理を徹底する。結
果は３年間保存する 
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別添 調査票２（水質基準）（検討中） 

 

項目 基準 
管理要領

／条例等 

  

水
質
基
準 

原湯・原水・

上がり用湯・

上 が り 用 水

(水道水以外

の 水 を 利 用

した場合） 

色度 ５度以下       

濁度 ２度以下       

ｐH 値 5.8～8.6       

有機物 ３mg/L 以下（TOC）、 10mg/L 以下（過マンガン酸カリ

ウム消費量） 

      

大腸菌 検出されないこと       

レジオネラ属菌 検出されないこと（10 cfu/100 mL 未満）       

検査頻度 １年に１回以上       

浴槽水 濁度 ５度以下       

有機物 ８mg/L 以下 （TOC）、25mg/L 以下（過マンガン酸カリ

ウム消費量） 

      

大腸菌群 １ｍL 中に１個以下       

レジオネラ属菌 検出されないこと（10 cfu/100 mL 未満）   

 

    

検査頻度 ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水してい

る浴槽水は、１年に１回以上、連日使用している浴槽水は、

１年に２回以上（ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない

場合には、１年に４回以上） 
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